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新たなフランスの魅力的な税制

• ここ３年間進められた税制改正のおかげで、フランスは国際的な投資
の受入が増加している欧州で数少ない国の一つとして知られている。

• 持ち株会社にとって大変魅力的な制度
• 配当とキャピタルゲインへの課税免除

• 頻繁なルーリング
• 世界で最良な研究開発税額控除制度
• 二重課税排除手続により、世界で最強の競争力を可能としている
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法令遵守の要求

• 税務的データはフランス会計基準による帳簿の作成から始まり、電
子的に４年間保存しなければならない

• 恒久的施設（ＰＥ）への厳しい税務調査
• タックスヘイブンへの強力な対抗措置
• 新たな移転価格文書化義務



フランスの研究開発税額控除
世界で最も魅力的な制度
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• 研究開発費の30%に相当する税額控除制度 （過年度５年間に研究開発税額控除を
適用していない企業は50%まで増額適用）直ちに法人税から控除もしくは還付が可能

• 会社が無形資産の所有者かどうか、もしくは財務的リスクの負担などはあまり重要

では無い（経費の100%が再請求可能）

• 研究開発税額控除の課税ベース：

• 対象となる研究の人件費 （研究者もしくは研究に関する技術者）

• 一般経費の固定部分（75%）

• 公認業務委託もしくは公共機関

• 研究に供される資産の減価償却費

• その他の経費（規格化、科学技術上の監視、特許費用）

減額：

• 研究開発に関わる受取り補助金

措置の主要点
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• 法律によって規定された対象研究開発カテゴリー（租税一般法典(CGI) 244条 Ｂ号）

• 基礎的研究

• 応用研究

• 周辺開発研究

• 二つの異なった概念：

• 革新：市場競争力のある新たなサービス・製法・製品の開発を可能とする、方法論的もしくは
創造的な技術的差異化の全ての方法

• 研究： 新たな応用のための知識の発展のために、体系的な方法で実行する全ての創造的活
動

対象となる研究開発エリア
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3. 対象となる研究開発エリア
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技術的

不確実ｿﾞｰﾝ

時間

実現した進歩

計画の進歩

技術的進歩

技術的進歩

•進歩の計量化

•出発点の記述が必要

•技術研究分野の中での位置づけ

技術的不確実さ

•なぜそれが可能かどうかわからないのか、どのよう

な方法を取れば良いかが分からないのかを証明す

ること

科学的アプローチ

•体系的なアプローチの説明

（反復／実験、プロトタイプ、シミュレーション、失敗

の分析、他）

技術的障害

3.対象となる研究開発エリア
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基本的事項

• ＯＥＣＤによれば、世界中で最良の制度
• フランスで課税拠点があることの必要性
• 課税額を超える部分が還付可能な税額控除
• フランスに研究拠点を持つ必要は無い：親会社の代理人で良い
• 研究開発税額控除を保障するルーリングの可能性：短期間に入手
• フランスの研究開発税額控除は、日本の研究開発税額控除との両方
を享受できる可能性あり



移転価格
同時文書義務
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• 新たな法的文書化義務は、以下の条件が対象：

a. 純売上高もしくは総資産が４億ユーロ以上のフランスの会社

b. 直接的もしくは間接的にフランスもしくは他国の上記条件ａに該当する会社の50%超の資本

もしくは議決権を所有しているフランスの親会社

c. 上記条件ａに該当する国外の会社に、直接的もしくは間接的に50%超の資本もしくは議決権

を所有されているフランスの子会社

d. フランスの連結会計グループ会社（売上高や総資産の条件無し）

e. 連結納税を行っているグループ会社（連結納税グループの１社が上記条件ａに該当するよう

になった場合は、グループ全社が対象となる）

• “法人”Čこの措置は恒久的施設（ＰＥ）にも適用

適用の範囲：対象となる法人
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• 事例1 ：

グループ企業(A)の50%超を所有している株主(C)、およびその上に位置する(A)のグループ会社(B)

適用の範囲：対象となる法人

- C は直接Aの50%超を所有

- BはAの0.40 + (0.20 x 0.60) = 52%を所有

- DはAの0.80 x 0.60 = 48%しか所有していない；Dは租税手続法典L. 13条 AA に規定された文書化義務の対

象外

Č Dは対象外；BおよびCが対象
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• 事例2 :

直接50%超を所有している株主が無く、その上に位置する企業が間接的に所有している場合

適用の範囲：対象となる法人

- 出資比率50%未満を所有しているM1 および M2は対象外

- H はA社の0.30 + (0.80 x 0.20) + (0.80 x 0.10) = 54%を所有

- GMはA社の(0.95 x 0.30) + (0.95 x 0.80 x 0.20) + (0.95 x 0.80 x 0.10) = 51.3%を所有

Č M1および M2は対象外、； H および GM が対象
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• ＥＵ運用指針に着想を得た条文：

税務調査官に提示する書面の2つの部分：

V企業グループ全体とその活動を説明する全般的な文書

Vフランスにおいて営まれる活動の特定の文書 （詳細は後述）

• 適用の効力：外国の国際的企業グループのフランス子会社にとって対
応準備が必要

V親会社によって作成された全体的な文書しか準備していない多くのフランス子会社は、予想さ

れるペナルティを回避するために、フランス部分の文書作成の準備が必要

適用の内容と方法
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• 新たな文書の目的 （租税手続法典（LPF） L.13 AA) :

« フランス国外に設立もしくは構成された関連法人との間で実現しているあらゆる性質の取引の枠組みの中で

実践されている移転価格方針を証明することを可能にするため »

• 適用開始時期：
2010年１月１日以降に開始する会計年度に実行される取引

• 言語：
フランス部分（特定ファイル）はフランス語。 全体部分（全般ファイル）は英語でも可能かもしれないが、税務当

局は３０日以内の翻訳を要求する可能性。

適用の内容と方法
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• 全般的な情報：
« 関連した企業グループの全般的な情報 »

Č 全体的に見たグループとその活動の表現

V調査期間の間に生じた変化を含む、展開された活動

Vチェックの対象となる取引に参加している関連企業の特定、それら企業の果たす機能、それら企業の負

担するリスクの内で税務調査対象企業に影響を与えるもの全て

V所有されている主な無形資産（調査対象企業に関連して）、中でも：特許、ブランド、商業的名称、そして

ノウハウ

V移転価格方針 （グループの全般的な移転価格方針の記述）

内容とダイナミック・アプローチ
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• 特定の情報：
« 調査対象企業に関する特定の情報 »

Č フランス法人の説明

V実行された活動：調査期間に生じた変化を含む、動態的分析

Vグループ内フロー： フローの性質と請求金額を含む、数量的および質的な記述 （ロイヤルティを含む）

V機能分析：機能、資産およびリスク、比較可能性の要素 （「機能プロファイル」の確定）

V取り上げられた方法の選択に関する説明

V選択された方法により、必要となるもの ：比較可能な独立企業間取引のリサーチ

V経費配分の協定のリスト、ＡＰＡ（事前確認制度）のコピー、調査対象企業の損益に影響する公式見解書

内容とダイナミック・アプローチ
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• 租税手続法典L. 13条 AAに規定された文書は以下に沿っていなければ

ならない：

V法に則った

V網羅的

V高品質

• 文書は動態的で現在のものでなければならない
V決算締めもしくは遅くとも税務申告書の提出時までに文書が準備されていなくてはならない

• 同時文書：
V３年毎の比較調査更新

V適用されている移転価格方法が、調査されている方法と対応していること

適用の内容と方法
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調査の場合における制裁発動の方法

• 催告：

文書の未準備や、不完全もしくは質的に不十分な場合

Ą ３０日間の猶予の、文書作成、完成、改善の催告。回答の猶予の１ヶ月の延長の可能性 （正当で

文書による要求）

• 制裁：

催告の受領から３０日の猶予 （もしくは正当な要求による回答の猶予の１ヶ月の延長） ：各税務調査

決算期（基本的に３年間が調査対象期間）に基づく移転価格更正額の５％相当の罰金で、最低各年当

り€ 10,000を含む。税務上の損失の場合でも罰金が課される。

適用の内容と方法
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• 租税手続法典 L. 13条 AB ： 非協力国・地域（ETNC： Etats ou territoires non

coopératifs、Non-Cooperative Countries and Territories）に置かれた関連企業との間

に実行した取引について、普通法の文書に加え、フランス法人はそれぞれの利益移転を

受ける企業についての、補足的な文書を当局に提示可能な状態を維持しなければなら

ないであろう

V租税一般法典 238-0条 A Č 非協力国・地域（ETNC)：ＯＥＣＤによる調査（税務に関する情

報の透明性と共有に関する原則と基準）の対象であるＥＵメンバー外の国もしくは地域で、フラ

ンスと租税情報交換条約を結んでおらず、最低１２の国もしくは地域とも条約を締結していない

国もしくは地域のこと

V非協力国・地域（ETNC）のリストは、外務大臣の意見を鑑み、経済・予算担当大臣令で規定さ

れている

補足文書 (租税手続法典 L. 13条 AB)
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• 租税手続法典 L. 13条 ABに言及されている文書は、法人税納税義務のある会社に要求

される全ての文書で構成され、租税一般法典209条 Bに規定されている条件によって作

成される貸借対照表と損益計算書を含む

• 適用される制裁 ：

V催告への不回答、もしくは一部のみの回答の場合 ： 主文書義務に対するものとおなじ制裁 （租

税手続法典 L. 13 AA ）

V当局の要求への全くの不回答の場合 ： 当局が決定する要素・根拠に基づいて算定される課税

基準による課税

補足文書 (租税手続法典 L. 13条 AB)
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フランスの文書のモデル

• グループ内のフローの性質と決定方法を表示した、全てのフローをカ
バーする契約書 ： 事業年度の初期

• 調査の方法
V契約書と移転価格レポート、および関連する会社の情報システム中の会計デー

タとの一貫性の調査

Vフランスの移転価格に影響を与える会計処理の流れの保存

V付加価値税（TVA）および関税処理の一貫性の調査
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フランスの文書のモデル: 

• 移転価格レポート ： 税務申告書提出の締め
• グループの全体的説明

• フランス子会社の説明

• フランスに関する全てのグループ間のフローの、法的性質と金額のリスト

• フランスの調査対象会社に関連する、取引フローカテゴリー毎の機能分析

• 移転価格方法選択の証明
• 契約書上と同様の方法でなければならない。次善の方法も必要な可能性

• 経済的書式
• もし原価基準法（CP）、再販売価格基準法（RP）、取引単位営業利益法（TNMM）の場合 => フランス

のベンチマーク

• もし独立価格比準法（CUP）の場合 => フランスのベンチマークもしくはフランスのベンチマーク不在の

証明

• もし利益分割法（Profit Split）の場合、フランスの判定条件に沿った配分の検討

• フランス基準での、完全な競争原理（アームスレングス）を尊重した結論
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移転価格の主なリスク

• グループ間のサービス
• 特に5%を超えるロイヤルティ

• ネットマージン（純利益）が2%未満の販売会社

• フランス国外への機能およびマージンの移転
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事前確認制度（APA）

• いくつもの日本企業グループがフランスにおいてAPAの取得中である

• ユニラテラルのAPAも可能

• 承認された移転価格は 3~5年間は保障され、更新可能。APA対象の

移転価格の調査は上記の間は無い

• 全ての活動セクターをカバー
• 延びている確認取得までの期間 ： 平均で18から24ヶ月が予測される


